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村のようす

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

令和5年6月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２９３（±０）
４５３（－２）
２３５（－２）
２１８（±０）
274.22k㎡
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― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

【６月３0日】
・県村民税　　　　　第1期
・介護保険料　　　　第２期

主な内容

マイナンバーカード
休日窓口の開設について
マイナンバーカード
休日窓口の開設について

【開庁日】

　7 月 30 日（日）

　午前 9 時～正午｠

【対象の手続き】

　・マイナンバーカードの申請受付

　※申請全般のサポートと写真撮影（無料）

　・マイナンバーカードの受け取り

【予約締切】

　7 月 28 日（金）午後５時まで

　※証明書類の発行や料金の支払いなど、マイナンバーカー

ド以外に関するお手続きはご利用いただけませんのでご

注意ください。

　下記の日程におきまして、マイナンバーカードの申請及

び受け取り休日窓口を開設いたします。休日窓口の利用を

希望される方は、必ずご予約ください。ご予約がない場合

は実施いたしません。お仕事などで平日来庁することが難

しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。

ご不明な点等ございましたら、下記まで
お問い合わせください。

住民課マイナンバーカード係　
TEL：0 7 4 6 8 - 3 - 0 2 2 3

　令和5年5月号5ページについて、金山進英氏の職業を誤って「村議
会議員」としておりましたが、正しくは「会社員」となります。訂正して
お詫び申し上げます。

掲載記事の訂正とお詫び



村の出来事Topics

　
5
月
14
日
（
日
）「
第
8
回
大
台
ヶ

原
マ
ラ
ソ
ン
i
n
か
み
き
た
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
元
年
に
開
催

さ
れ
て
以
来
4
年
ぶ
り
と
な
る
大
会

と
な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
選
手
が

参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
6
回
大
会
よ
り
コ
ー
ス
を
変
更

し
、本
村
自
転
車
レ
ー
ス「
ヒ
ル
ク
ラ

イ
ム
大
台
ヶ
原
s
i
n
c
e
2
0
0
1
」

と
同
じ
コ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
、
お

馴
染
み
の
難
所
で
あ
る
林
道
辻
堂
山

線
の
「
激
坂
区
間
」
は
選
手
た
ち
を

苦
し
め
ま
し
た
。

　
フ
ォ
レ
ス
ト
か
み
き
た
か
ら
は
日

下
律
希
さ
ん
、
杉
本
健
さ
ん
、
橋
本

誠
司
さ
ん
、
谷
口
瑞
希
さ
ん
、
ま
た

村
出
身
の
小
倉
知
世
さ
ん
、
村
在
住

の
大
橋
春
菜
さ
ん
が
、
大
会
に
出
場

し
大
会
を
盛
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、
ゴ
ー
ル
で
は
「
と
ち
も
ち

ぜ
ん
ざ
い
」
や
「
串
こ
ん
に
ゃ
く
」

が
振
舞
わ
れ
、
選
手
た
ち
の
疲
れ
を

癒
し
て
い
ま
し
た
。

大台ヶ原マラソン大台ヶ原マラソン
inかみきたinかみきた

第8回

村
関
係
者
も
参
加
！

村
民
や
村
出
身
者
な
ど

　5月11日から20日までの10日間、春の交通安全運動が実施されました。本村では、14日（日）
の大台ヶ原マラソン終了後、道の駅（総合案内センター）前で村交通安全協会役員の皆さん、
地区交通安全推進委員及び吉野警察署員の方々により啓発物品の配布や安全運転の呼びかけ
が行われました。
　村民の皆様におかれましては交通安全運動期間だけでなく１年を通して交通ルールを守
り、安全運転を心掛けてくださいますようお願いいたします。

令和５年春の交通安全運動啓発活動の実施令和５年春の交通安全運動啓発活動の実施
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５
月
27
日
（
土
）、
田
中
地
域
お
こ
し
協
力
隊
企
画

の
「
上
北
山
村
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
２
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
大
人
か
ら
小
さ
な
お
子
様
ま
で
17
名
が
参

加
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
人
気
ゲ
ー
ム
ア
プ
リ
を

併
用
し
な
が
ら
、
役
場
前
か
ら
北
山
宮
ま
で
を
歩
い

て
ご
み
を
拾
い
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
に
つ
い

て
は
「
田
中
協
力
隊
通
信
V
o
l
．
15
」（
タ
ブ
レ
ッ

ト
配
信
の
「
く
ら
し
の

情
報
」
―
「
各
戸
配
布
」）

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「上北山村クリーンアップ大作戦２」
　　　　　　　　　　 が 開催されました
「上北山村クリーンアップ大作戦２」
　　　　　　　　　　 が 開催されました
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　小処温泉はこのたび、２０２３年１１月２６日をもちまして営業を終了し、閉館することを決定い
たしました。
　村民の皆様、本村を訪れて下さった多くのお客様には、これまでのご利用、ご支援に心より感
謝申し上げますと共に、突然の閉館でご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げ
ます。
　残すところおよそ半年間の営業となりますが、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。

小処温泉 営業終了（閉館）のお知らせ小処温泉 営業終了（閉館）のお知らせ

★温泉跡地の今後につきましては、現時点では未定となっております。

日本赤十字社奈良県支部上北山村分区事務局（役場住民課　3-0223）

もみじまつりの様子（2010年撮影） 現在の小処温泉。
2001年のリニューアル以来、多くの方に親しまれてきました。

　日頃から日本赤十字社奈良県支部上北山村分区の活動に格別のご理解を賜り、厚くお礼申し

上げます。

　この度は、日本赤十字の活動資金として多額のご協力をいただき、ありがとうございました。

　村民の皆様からお寄せいただきました活動資金は、災害救護活動をはじめ、人の命と健康を

守る活動を積極的に推進するために有効に活用させていただきます。

　つきましては、今後とも赤十字活動の発展のためご支援いただければ、幸甚に存じます。

お寄せいただいた活動資金　108,124円

日本赤十字活動資金のご協力のお礼日本赤十字活動資金のご協力のお礼
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お願いとお知らせお願いとお知らせ
　トイレには、トイレットペーパー以外は流さないようお願
いします。下記のような異物混入により、ご家庭の浄化槽や
処理場の機器類に繊維が詰まり故障しますと、修繕に多額の
費用が発生します。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。

・浄化槽トイレに流せないタイプのトイレクリーナー（シート）

・ティッシュペーパー、ウェットティッシュ

・トイレや流し台からの食用油　　等

　また、汲み取り式トイレでの以下の異物混入が一部、見受けられます。
　必ず燃えるゴミとして処理してください。

上下北山衛生一部事務組合　し尿処理場

浄化槽に流せないもの
（燃えるゴミとして処理するもの）

ウェットティッシュ・失禁パット・生理用品・ナイロン　等

5

広　報 かみきたやま



趣　旨
　村民のみなさまの公益的な活動の活性化を図るため、村民団体が企画・提案する事業に対
して助成を行います。対象となる事業は、下記のとおりです。

内　容
１．村テーマ設定型事業
　　村が設定する4つのテーマのうち、いずれかのテーマに基づき村民団体が企画・実施
する事業に対し補助します。

　　①山林資源活用に関すること　　　　②観光振興に関すること
　　③村の魅力創出・発信に関すること　④移住促進に関すること
２．村民団体提案型事業
　　村民団体が自由なテーマで企画・実施する事業に対し補助します。

補助金額
　補助対象となる事業経費から事業収入を差し引いた額で、1事業につき上限30万円を
補助します。

対象となる団体
　上北山村に活動拠点があり、運営に関する規約や会則を持ち、予算及び決算を適切に行っ
ている団体。

対象の事業期間
　補助決定日～令和6年３月３１日
　※令和5年度内に事業が完了していること

趣　旨
　空き家の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため、上北山村空き家バンク
に登録されている物件の所有されている方、もしくは入居される方に対し補助します。

内　容
　上北山村空き家バンクに登録されている物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する
経費（個人に対する賃金、謝礼等については対象外）を、最大２０万円助成します。

対象となる方（どちらかに該当）
■上北山村空き家情報バンクに登録されている物件の所有者で、１年間以上、上北山村に定
住する意思のある者と賃貸契約又は売買契約が成立した者
■登録物件の賃貸契約又は売買契約が成立した者で、１年間以上、上北山村に定住する意思
のある者

①上北山村村民活動支援事業補助金

②上北山村空き家家財道具等処分費用補助金

①～④の補助金についての申請方法、ご不明な点がございましたら、役場    企画政策課ＴＥＬ：07468-2-0002までお気軽にお問い合わせください。
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趣　旨
　企業及び団体が、地域資源を活用した地域性の高い新商品の開発や新産業創出等を目的
とした事業を新たに行うこと、住民及び移住希望者等が村内で新たに起業することに対し、
資金支援を行います。

内　容
　施設改修費、備品整備費、転居費、研修受講費、設備費、広告宣伝費等に対し、２分の１を乗
じて得た額を補助します（千円未満切り捨て）。ただし、補助金の上限は２００万円とします。
　例）施設改修費と備品整備費に３００万円支出した場合は、１５０万円の補助となります。

対象となる方（全てに該当）
　■ 村内に住所を有する者又は村内に事業所を設置している方
　■ 村内で起業するにあたり、銀行等の金融機関より融資を受けている方
　■ 市町村税に滞納がない方
　■ 交付決定を受けた年度の3月31日までに交付対象となる事業を完了できる方
　■ 上北山村商工会が実施する起業相談を受けている方
　■ 申請年度内に起業する者又は申請時に起業の日から１年を経過しない方
　■ 補助金の交付対象となる事業において、国、県等から補助金の交付を受けたことがな
　　 い方又は受ける予定がない方

趣　旨
　村民の定住促進により人口減少を抑制するとともに、村外からの移住定住者の増加を図り、定
住人口の増加及び活力ある地域づくりを推進するため、60歳未満で村内に自ら居住するための
住宅を建築又は空き家を取得する者に対し、上北山村移住定住促進補助金を交付します。

内　容
　■ 新築（建替え）：村内に建築費用５００万円以上の住宅を新築する方
　　 　　　 補助率：補助対象経費の２０％　補助限度額：３００万円
　■ 中古住宅購入：村内に購入費用１００万円以上の中古住宅（敷地含む）を購入し、取得する方
　　 　　　補助率：補助対象経費の５０％　補助限度額１５０万円
　■ 中古住宅取得に伴う住宅の改修：村内の中古住宅を取得した方で、取得後１年以内に　
　　 工事費１００万円以上の改修をする方
 　　　　　補助率：補助対象経費の５０％　補助限度額：１５０万円
※全て、一住宅につき１回のみの交付となります。

③上北山村産業振興及び起業支援事業補助金

④上北山村移住定住促進補助金

①～④の補助金についての申請方法、ご不明な点がございましたら、役場    企画政策課ＴＥＬ：07468-2-0002までお気軽にお問い合わせください。
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不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」

遺言書ほかんガルー
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個人事業税の
　第1期分の納期限は、  　8月31日(木)
　第2期分の納期限は、　11月30日(木)です。

個人事業税の納付書は、
第1期分・第2期分をまとめて同封しております。

お間違いのないようご注意下さい。
第2期分の納付書は、紛失しないよう保管いただき、11月30日までに納付して下さい。
※第1期分・第2期分をまとめて8月31日までに納付することもできます。

※年税額が1万円以下の場合は、第1期分の納期限までに全額を納付いただくことになっております。
※コンビニエンスストアやペイジー(インターネットバンキング・ATM等)、スマートフォン決済アプリ
(バーコード読み取り／PayB、PayPay、LINE Pay)での納付もできます。
※口座振替制度もご活用ください。お申し込みは金融機関にてお願いします。

詳しくは、中南和県税事務所 課税係
(TEL 0744-48-3004)までお問い合わせ下さい。

納付書に印字される「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用して、スマートフォン決済アプリやク
レジットカード、インターネットバンキングなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけます。

令和6年1月から奈良県の各県税事務所・自動車税事務所の窓口で県税の現金納付を廃止し
ます。キャッシュレス納付にご協力をお願いいたします。

地方税お支払サイトへアク
セスして、納付書に印字さ
れているeL-QRを読み取
ることにより、クレジット
カードやインターネットバン
キング、ダイレクト方式か
ら選択して納付できます。

令和5年4月～自動車税種別割
令和6年1月～県税の全税目
※eL-QRが印字されている納付書に限ります。

地方税
お支払
サイト

納付書にeL-QRが印字されている場合、納付書ウラ面に記載の金融機関等だけでなく、全国
の地方税統一QRコード対応金融機関の窓口やATMでも県税の納付ができます。
利用可能な金融機関は、eLTAXのホームページでご確認ください。

金融機関窓口

ご利用のスマートフォン決済アプリを起動し、納付書に
印字されているeL-QRを読み取って納付してください。
利用可能なアプリは地方税お支払サイトをご覧ください。

※利用するアプリによっては、一定の条件を満たしていな
いと納付ができない場合があります。
アプリの使用方法や利用条件等の詳細については、納付前
に各アプリのホームページにてご確認ください。

スマート
フォン

決済アプリ

地方税お支払サイト
地方税のお支払が便利・簡単に !!

ス マ ホ や パ ソ コ ン で
お 支 払 が 可 能 で す

www.payment.eltax.Ita.go.jp/

※QRコードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

9

広　報 かみきたやま



な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
セ
ミ
ナ
ー（
７
月
）

■
概
要

　
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
就
職
活
動

の
ス
キ
ル
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
参
加
型

の
セ
ミ
ナ
ー
。参
加
費
無
料
。

■
日
時

①
７
月
７
日（
金
）「
仕
事
も
人
間
関
係
も

ス
ム
ー
ズ
に
！
対
人
ス
キ
ル
実
践
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
」

②
７
月
１４
日（
金
）「
実
践
！
面
接
対
策
セ

ミ
ナ
ー
」

③
７
月
２７
日（
木
）「
挑
戦
し
よ
う
！
グ

ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」

①
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

②
14
時
〜
16
時

③
14
時
〜
15
時
30
分

■
場
所

①
な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

②
な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

③
高
田
し
ご
と
i
セ
ン
タ
ー

■
対
象
　

　
就
職
活
動
中
の
学
生
や
お
お
む
ね
３５
歳

未
満
の
求
職
者(

４０
代
前
半
ま
で
の
不
安

定
就
労
者
を
含
む
）

■
定
員
　
各
１０
人
程
度（
先
着
順
）

■
申
し
込
み

各
セ
ミ
ナ
ー
前
日
ま
で
に
、電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ

又
は
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

0
7
4
2
ー
2
3
ー
5
7
3
0

F
A
X 

0
7
4
2
ー
2
3
ー
5
7
5
7

https://www.pref.nara.jp/item
/63392.htm

奈
良
県
就
職
支
援
サ
イ
ト

「
ジ
ョ
ブ
な
ら 

n
e
t
」リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

■
概
要

　
県
内
で
の
就
職
を
希
望
す
る
求
職
者
と

県
内
企
業
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
支
援
す
る

県
の
就
職
支
援
サ
イ
ト
「
ジ
ョ
ブ
な
ら 

n
e
t
」
を
大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。

　
会
員
登
録
は
無
料
で
す
。求
人
検
索
エ
ン

ジ
ン「
ス
タ
ン
バ
イ
」と
連
携
で
き
ま
す
。

　
県
内
で
働
き
た
い
求
職
者
の
方
、
ま
た

人
材
募
集
を
し
た
い
県
内
企
業
・
事
業
所

の
皆
さ
ん
の
利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

高
田
し
ご
と
i
セ
ン
タ
ー

奈
良
市
西
木
辻
町
9
3
ー
6
　
エ
ル
ト
ピ

ア
奈
良
1
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
0
7
4
2
ー
2
3
ー
5
7
2
9

F
A
X  
0
7
4
2
ー
2
3
ー
5
7
5
7

https://w
w
w
.job-nara.pref.nara.jp

放
送
大
学

入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

●
放
送
大
学
は
、10
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
幅
広
い
世
代
の
8
万
5
千
人
以
上
の
学
生
が
、

大
学
卒
業
や
学
び
の
楽
し
み
な
ど
、
様
々
な
目

的
で
学
ん
で
い
ま
す
。

●
歴
史
・
情
報
・
経
済
・
福
祉
・
文
学
・
自
然
科
学
・

心
理
学
な
ど
、
3
0
0
以
上
の
授
業
科
目
が
あ

り
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
1
科
目
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。お
気
軽

に
放
送
大
学
奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
７
４

２
ー
２
０
ー
７
８
７
０
）ま
で
ご
請
求
下
さ
い
。

●
出
願
期
間
は
、第
1
回
は
8
月
31
日
ま
で
、第

2
回
は
9
月
12
日
ま
で
。

が
ん
患
者
サ
ロ
ン「
よ
し
の
」

開
催
に
つ
い
て

　
患
者
サ
ロ
ン
は
、
が
ん
患
者
や
家
族
同
士
が

悩
み
や
不
安
を
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
ピ
ア

サ
ポ
ー
タ
ー
と
同
じ
体
験
を
し
た
仲
間
が
集

う
場
で
す
。は
じ
め
て
の
方
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

■
概
要

交
流
会

※
当
日
は
、
南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー 

が
ん
相
談
員（
が
ん
性
疼
痛
看
護
認
定
看

護
師
）も
参
加
し
ま
す
。

■
日
時

７
月
２８
日（
金
）　
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

■
場
所

奈
良
県
吉
野
健
康
保
健
所
２
階
　
大
会
議

室（
吉
野
郡
下
市
町
新
住
1
5
ー
3
）

■
対
象
　

県
内
に
居
住
さ
せ
て
い
る
が
ん
患
者
・
家
族

■
申
し
込
み

電
話
ま
た
は
F
A
X

住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、参
加
人
数
を
左
記

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
参
加
無
料
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

吉
野
保
健
所
　
健
康
増
進
課
　
地
域
保
険

第
三
係

T
E
L
　
0
7
4
7
ー
6
4
ー
8
1
3
4

（
月
〜
金《
休
日
を
除
く
》9
時
〜
17
時
）

F
A
X
　
0
7
4
7
ー
5
2
ー
7
2
5
9

【
子
育
て
の
仕
事 

就
職
フ
ェ
ア 

2
0
2
3
】の
ご
案
内

　
保
育
施
設
・
学
童
保
育
な
ど
で
働
い
て
み

た
い
方
、関
心
の
あ
る
方
！

　
多
く
の
保
育
施
設
の
職
員
か
ら
直
接
話
が

聞
け
る
催
し
を
開
催
し
ま
す
。

　
就
職
希
望
者
で
保
育
士
資
格
を
お
持
ち
で

な
い
人
も
大
歓
迎
で
す
。

　
是
非
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時

８
月
２７
日（
日
）　
11
時
〜
16
時

■
場
所

橿
原
市
役
所
分
庁
舎
ミ
グ
ラ
ン
ス
４
階 

コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

■
対
象
　

・
子
育
て
の
仕
事
に
就
職
ま
た
は
転
職
希
望

の
方

・
子
育
て
の
仕
事
に
関
心
の
あ
る
方

・
保
育
士
、放
課
後
児
童
支
援
員
を
め
ざ
し

て
い
る
方

■
内
容
　

保
育
の
事
業
所
と
の
面
談
コ
ー
ナ
ー

■
申
し
込
み

電
話
ま
た
は
F
A
X

住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、参
加
人
数
を
左
記

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
参
加
無
料
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

奈
良
県
保
育
人
材
バ
ン
ク

橿
原
市
大
久
保
町
3
2
0
ー
1
1
（
奈
良

県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

T
E
L
　
0
7
4
4
ー
2
9
ー
0
1
6
0
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力㈱高田営業所
０８００－７７７－８０５１

自衛官募集相談員に任命自衛官募集相談員に任命
　5月26日（金）、自衛官奈良地方協力本部長より委嘱状の
授与が行われ、福嶋範之氏が自衛官募集相談員に任命され
ました。

　いじめ・体罰・不登校・児童虐待など子どもの人権に関わる
問題について、人権擁護委員及び法務局職員が下記のとおり無
料・秘密厳守で相談に応じます。

1.日時
　8月23日（水）～ 8月29日（火）
　8時30分～ 19時まで
　※土・日曜日は10時～ 17時まで

2.全国一斉「こどもの人権相談電話番号」

　TEL.0120-007-110（フリーダイヤル）
　※携帯電話・スマートフォン使用可、一部のIP電話使用不可

3.対象
　県内在住の児童・生徒及びその保護者

4.相談員
　人権擁護委員及び、法務局職員

奈良県地方法務局人権擁護課
TEL.0742-23-5457

全国一斉
「こどもの人権相談電話番号」
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年金だより

　令和4年4月からは繰下げ受給の引上げが、令和5年4月からは老齢年金の本来受給選択時の特例的な繰下げ
みなし増額制度が施行されました。

1.老齢基礎年金の繰下げ制度
●老齢基礎年金を65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間で繰下げて増額した年金で受け取ることが
できます。
※繰下げの上限年齢は、令和4年4月に70歳から75歳に引き上げられています。
●66歳に到達した日までに障害年金または遺族年金（以下「他年金」という。）が発生している場合は、繰下げ
申出することはできません。

2.本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度
●繰下げの上限年齢が75歳の者が、70歳に到達した日以後、受給権発生時点にさかのぼって年金を受け取る
こと（本来請求）を選択した場合、請求の5年前の日時点※で繰下げ申出したものとみなし、繰下げ増額した
年金が支給されます。
※請求の5年前の日時点が66歳に達する日前であっても、本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度
は適用され、65歳に達した月から請求の5年前の日の前月までの月数で増額率が計算されます。
●以下の場合には本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額は適用されません。
①繰下げの申出ができないとき
　・66歳に到達した日までに他年金が発生している場合
　・年金を請求する時点で受給権者本人が死亡している場合
②80歳以降（受給権発生から15年経過後）に本来請求したとき※
③本来請求の5年前の日以前に他年金が発生している場合※
※②③に該当する場合、通常の繰下げ申出を行う方が金額的に有利になります。

　大腸への血液の流れが一時的に悪くなり、循環障害によって起こる腸炎です。
　便秘が原因となることが多く、強く気張った時や、大腸粘膜への血流が低下します。また食後の消化吸
収時や精神的ストレスなどが誘因になり、高血圧・糖尿病・虚血性心疾患などの生活習慣病や動脈硬化性疾
患が危険因子になるとされています。高齢者が多いですが、若年者にも起こり、性別は女性に多いです。
　症状は腹痛・下痢・血便です。急に（左）下腹部痛が起こり、その後下痢をきたし、次第に便に血液が混
じるようになります。大腸の中でもＳ状結腸から下行結腸にかけての左側大腸に多く発生します。
　腸炎の重症度は一過性型・狭窄型・壊疽型に分類されます。

　虚血性腸炎の大部分（90～95％）は内科的治療で治りますが、中には再発を繰り返す人もあります。
便秘が原因の方は食習慣の見直しや適宜、緩下剤などを使用する必要があり、また高血圧症・糖尿病・虚
血性心疾患などの方は、治療の継続が必要です。

虚血性腸炎ってなに？

奈良県医師会

きょけつせいちょうえん

きょうさく えそ

かんげざい

ほとんどがこのタイプです。
症状は一時的であり、安静・食事制限・点滴によってほぼ完全に治ります。

内科的な治療によって治りますが、腸炎による潰瘍ができ、この潰瘍が治る時に大腸が狭くなる場
合があります。便が通らず腸閉塞をおこすと手術が必要になります。

大腸の血流が再開しないために腸が腐ってしまい、緊急手術をして腐った大腸を切除しないと命に
関わる重症の腸炎です。

かいよう

ちょうへいそく

くさ

一過性型

狭 窄 型

壊 疽 型

きょうさく

えそ
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上北山村国民健康保険診療所
医 師 浅 香 幸 久

98
脱
水
、熱
中
症
に
つ
い
て

健康づくりのアドバイス

Vol.

　
心
地
よ
い
春
の
季
節
も
過

ぎ
、
ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
梅
雨
の

季
節
が
も
う
す
ぐ
来
よ
う
と

し
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す

が
、
皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
今
月
の
診
療
所
便

り
の
テ
ー
マ
は
「
脱
水
、
熱
中

症
」
に
関
し
て
で
す
。
去
年
も

同
時
期
に
同
じ
よ
う
な
内
容

を
掲
載
し
ま
し
た
が
、
改
め
て

注
意
し
て
い
た
だ
き
、
健
康
に

こ
の
夏
を
乗
り
切
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
熱
中
症
で
す
が
簡
単
に
言

う
と
脱
水
状
態
が
長
く
続
き
、

体
温
が
下
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た

状
態
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
な

ぜ
脱
水
状
態
に
な
る
と
体
温

が
下
げ
ら
れ
な
く
な
る
か
と
い

う
と
、
人
間
は
汗
を
か
く
こ

と
で
体
の
表
面
に
水
分
を
出
し

ま
す
。
そ
れ
が
蒸
発
し
て
乾

く
際
に
気
化
熱
と
し
て
体
か
ら

体
温
を
奪
っ
て
い
き
ま
す
。
気

化
熱
と
し
て
体
か
ら
熱
が
逃

げ
て
い
く
こ
と
を
利
用
し
て
、

人
間
は
体
温
を
下
げ
て
い
ま

す
。
従
っ
て
汗
と
し
て
水
分
を

体
外
に
出
す
余
裕
も
な
い
脱

水
状
態
で
は
、
人
間
は
体
温

を
下
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
体

温
が
高
い
状
態
が
続
く
「
熱

中
症
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。
一
般
に
真
夏
の
カ
ン
カ
ン

照
り
の
日
に
熱
中
症
が
起
き

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ

こ
ま
で
暑
く
な
い
ジ
メ
ジ
メ
し

た
日
な
ん
か
に
も
、
汗
を
か
い

た
と
し
て
も
水
分
が
蒸
発
し
て

い
か
な
い
の
で
、
体
温
を
あ
ま

り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
熱

中
症
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
の
梅
雨
の

季
節
な
ん
か
も
要
注
意
で
す
。

す
で
に
熱
中
症
に
な
り
う
る
季

節
に
入
っ
て
い
る
と
思
っ
て
く

だ
さ
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
脱

水
状
態
が
極
ま
っ
た
状
態
が
熱

中
症
と
も
い
え
る
の
で
水
分
補

給
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
熱
中
症
の
リ
ス
ク
を

格
段
に
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
す
か
ら
、
村
民
の
皆

様
に
は
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
こ
ま
め
に
少
量

ず
つ
摂
り
常
に
体
を
う
る
お
し

て
お
く
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

く
だ
さ
い
。
あ
く
ま
で
も
一
例

で
す
が
、
起
き
て
い
る
時
間
を

12
時
間
と
し
た
時
に
1
時
間

ご
と
に
最
低
1
0
0
m
L
ず
つ

は
水
分
を
摂
っ
て
い
た
だ
く
の

も
有
効
で
す
。
た
だ
し
、
心

臓
や
腎
臓
の
悪
い
方
で
は
、
1

日
当
た
り
の
飲
水
量
の
制
限

を
さ
れ
て
い
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
主
治
医
の
先
生
の

指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
夏
を
元
気
に
乗
り
切
る
た

め
に
も
生
活
の
中
で
少
し
ず
つ

水
分
を
摂
る
こ
と
を
始
め
て
み

ま
し
ょ
う
。
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村のようす

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

令和5年6月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２９３（±０）
４５３（－２）
２３５（－２）
２１８（±０）
274.22k㎡
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Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６・７
Ｐ８
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村の出来事……………………………………
日本赤十字活動資金のご協力のお礼………
上下北山衛生一部事務組合からのお願いとお知らせ…
補助金について………………………………
奈良地方法務局からのお知らせ……………
奈良県中南和県税事務所からのお知らせ…

Ｐ10
Ｐ11
Ｐ12
Ｐ13

Ｐ14

お知らせ………………………………………
自衛官募集相談員任命………………………
年金だより・奈良県医師会健康情報………
診療所だより………………………………
マイナンバーカード　　　　　　　　　　
　　　休日窓口の開催について……………

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

【６月３0日】
・県村民税　　　　　第1期
・介護保険料　　　　第２期

主な内容

マイナンバーカード
休日窓口の開設について
マイナンバーカード
休日窓口の開設について

【開庁日】

　7 月 30 日（日）

　午前 9 時～正午｠

【対象の手続き】

　・マイナンバーカードの申請受付

　※申請全般のサポートと写真撮影（無料）

　・マイナンバーカードの受け取り

【予約締切】

　7 月 28 日（金）午後５時まで

　※証明書類の発行や料金の支払いなど、マイナンバーカー

ド以外に関するお手続きはご利用いただけませんのでご

注意ください。

　下記の日程におきまして、マイナンバーカードの申請及

び受け取り休日窓口を開設いたします。休日窓口の利用を

希望される方は、必ずご予約ください。ご予約がない場合

は実施いたしません。お仕事などで平日来庁することが難

しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。

ご不明な点等ございましたら、下記まで
お問い合わせください。

住民課マイナンバーカード係　
TEL：0 7 4 6 8 - 3 - 0 2 2 3

　令和5年5月号5ページについて、金山進英氏の職業を誤って「村議
会議員」としておりましたが、正しくは「会社員」となります。訂正して
お詫び申し上げます。

掲載記事の訂正とお詫び

広　報 かみきたやま


